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「令和８年度生活維持役務等効率化促進事業」の間接補助事業者の 

公募受付の開始について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

経済産業省経済産業政策局より、下記のとおり、小売や物流、介護等の地域

の生活維持に必要不可欠なエッセンシャルサービス事業者を対象とした「令和

８年度生活維持役務等効率化促進事業」の間接補助事業者の公募受付を開始し

た旨お知らせがありました。 

日本各地で人口減少や少子高齢化による人手不足が進展する中、地域の生活

に必要不可欠なエッセンシャルサービス（卸小売、公共交通、物流、給油所、

自動車整備、医療、介護等）の供給不足が全国的な問題となっています。 

第 221 回国会で可決された「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動

の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」で

は、こうしたエッセンシャルサービスの維持のための計画認定制度を創設し、

生活の維持に必要な物品、役務の需要減少、供給不足に対応するために事業の

効率化を図る計画として、「生活維持物品役務需要減等事業適応」を新設し、認

定を受けた計画に従って行う事業について、金融支援、組織変更手続の特例措

置等を講ずることとしています。 

本件は、当該認定制度の開始に先立って、エッセンシャルサービスの供給維

持に取り組むモデルケースの創出を支援し、当該モデルを横展開することによ

り、全国においてこうしたサービスの供給事業者を創出・拡充させることを目

的に実施する事業です。 

取り急ぎお知らせいたしますので、お取り計らいの程宜しくお願い申し上げ 

ます。 

 

 

 

 

 



記 

 

〇生活維持役務等効率化促進事業ホームページ：https://es-jissho.go.jp/ 

 

【生活維持役務等効率化事業費補助金 間接補助事業者公募概要】 

・公募期間：令和８年６月４日（木）～令和８年６月 25 日（木）17 時まで（厳守） 

・採択発表：令和８年７月中旬頃 

以上 

https://es-jissho.go.jp/

